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８
月
は
『
児
童
扶
養
手
当
現
況
届

特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
』

　
　
　
　
　
　

の
提
出
の
月
で
す
。

「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」
は
、

　

児
童
の
養
育
状
況

　

生
計
維
持
方
法

　

前
年
の
所
得

　

公
的
年
金
の
受
給
状
況

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」
は
、

前
年
の
所
得
な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、

毎
年
８
月
に
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま
す
。

　

こ
の
届
を
提
出
さ
れ
な
い
場
合
、
８
月
以
降
の
手

当
が
受
け
ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。
届
出
が
必
要
な
方

に
は
、
関
係
書
類
を
お
送
り
し
ま
す
の
で
、

「
児
童
扶
養
手
当
現
況
届
」
は
、

　

→
福
祉
事
務
所
（
岩
美
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
）

「
特
別
児
童
扶
養
手
当
所
得
状
況
届
」
は
、

　

→
福
祉
課
（
岩
美
す
こ
や
か
セ
ン
タ
ー
内
）　

で
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
、
支
給
停
止
に
な
っ
て
い
る
方
も
届
出
が
義

務
づ
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

�―�

�―�

手
続
き
に
必
要
な
も
の

①
現
況
届
用
紙

②
現
在
お
持
ち
の
証
書

　

（
支
給
停
止
者
は
除
く
）

③
所
得
課
税
証
明
書

　

（
※
平
成
24
年
１
月
１
日
に
岩
美
町
に
住

民
登
録
が
な
か
っ
た
方
の
み
）

④
手
続
き
に
使
用
し
て
い
る
印
鑑

⑤
そ
の
他
（
必
要
な
方
に
は
書
類
が
同
封
し

て
あ
り
ま
す
。）

①
所
得
状
況
届
用
紙

②
現
在
お
持
ち
の
証
書

　

（
支
給
停
止
者
は
除
く
）

③
所
得
課
税
証
明
書

　

（
※
平
成
24
年
１
月
１
日
に
岩
美
町
に
住

民
登
録
が
な
か
っ
た
方
の
み
）

④
手
続
き
に
使
用
し
て
い
る
印
鑑

児
童
扶
養
手
当

特
別
児
童
扶
養
手
当

児
童
扶
養
手
当
・
特
別
児
童
扶
養
手
当

受
給
者
の
方
へ

な
ど
を
確
認
す
る
た
め
、

※
今
回
の
手
続
き
に
お
い
て
は
、所
得
税
法
の
改
正
に

伴
う
年
少
扶
養
控
除
の
廃
止
、特
定
扶
養
控
除
の
範
囲

変
更
に
よ
る
、手
当
額
へ
の
影
響
が
生
じ
な
い
よ
う
取

り
扱
い
ま
す
。

請
求
件
数
は
３
件
で
す
。

　

岩
美
町
個
人
情
報
保
護
条
例
の
、
保

有
個
人
情
報
の
開
示
・
訂
正
・
利
用
停

止
の
請
求
及
び
不
服
申
立
て
の
請
求
件

数
を
公
表
す
る
旨
の
定
め
に
よ
り
、
標

記
件
数
を
公
表
し
ま
す
。

　

平
成
23
年
８
月
か
ら
平
成
24
年
７
月

ま
で
の
請
求
件
数
は
次
の
と
お
り
で

す
。

　
　

開
示
請
求 

３
件　

　
　

訂
正
請
求 

０
件　

　
　

利
用
停
止
請
求 

０
件　

　
　

不
服
申
立
て 

０
件　

岩
美
町
個
人
情
報

保
護
制
度
の

運
用
状
況
報
告


